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特許に関する料金体系の一部改定（案）を USPTOが官報で公示する 

 

 

                            ２０１６年１０月３１日 

                           

１. はじめに 

USPTOは、このたび、特許等に関する料金体系の一部改定（案）を官報で公示しました

（発効予定日：2017年 10月 1日）。この一部改定（案）によれば、RCE、審判（"ex parte 

appeal"）、PTABによる特許付与後の手続等を含む広範囲にわたる料金改定が行われる予定

です。なお、USPTOは、2016 年 12 月 2 日までに、一部改定（案）に対するパブリック

コメントの受領を受け付けています。 

 

 以下、特許等に関する今回の料金体系の一部改定（案）のうち、主なものについて説明

します。 
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